
柏 崎 市 校 内 教 育 支 援 セ ン タ ー 支 援 員 任 用 要 綱  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 校 内 教 育 支 援 セ ン タ ー 支 援 員 （ 以 下 「 Ｓ Ｓ Ｒ 支

援 員 」 と い う 。） の 任 用 、 勤 務 時 間 、 報 酬 そ の 他 の 勤 務 条 件 に つ い

て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

２  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 任 用 に 関 す る 事 項 は 、 地 方 公 務 員

法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ６ １ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。）、 新 潟 県 柏 崎

市 臨 時 職 員 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 １ ３ 年 規 則 第 ２ 号 。 以 下 「 規 則 」

と い う 。） そ の 他 関 係 法 令 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 身 分 ）  

第 ２ 条  Ｓ Ｓ Ｒ 支 援 員 は 、 法 第 ２ ２ 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に 基 づ

い て 任 用 さ れ た 非 常 勤 職 員 と す る 。  

（ 選 考 ）  

第 ３ 条  Ｓ Ｓ Ｒ 支 援 員 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 の い ず れ に も 該 当 す る

も の と し 、 柏 崎 市 教 育 委 員 会 学 校 教 育 課 長 （ 以 下 「 課 長 」 と い

う 。） の 面 接 等 に よ り 選 考 す る 。  

 ⑴  児 童 生 徒 の 学 習 や 相 談 の 支 援 に 意 欲 が あ る と 認 め ら れ る 者  

⑵  健 康 で 、 か つ 、 意 欲 を 持 っ て 校 内 教 育 支 援 セ ン タ ー の 運 営

に 関 す る 業 務 を 遂 行 で き る 者  

２  Ｓ Ｓ Ｒ 支 援 員 を 希 望 す る 者 は 、 柏 崎 市 校 内 教 育 支 援 セ ン タ ー 支 援

員 採 用 申 込 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） を 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

３  再 度 の 任 用 を 希 望 す る Ｓ Ｓ Ｒ 支 援 員 は 、 任 用 希 望 調 書 （ 別 記 第 ２

号 様 式 ） を 所 属 学 校 長 （ 以 下 「 校 長 」 と い う 。） に 提 出 し 、 校 長 は 、

勤 務 評 価 を し た 上 で 課 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

４  課 長 は 、 次 の 各 号 の 審 査 結 果 に よ り 、 そ の 職 務 を 遂 行 す る 能 力 、

適 性 を 判 断 し 、 Ｓ Ｓ Ｒ 支 援 員 の 選 考 を 行 う も の と す る 。  

⑴  採 用 申 込 書 の 書 類 審 査 又 は 勤 務 評 価  

 ⑵  面 接 に よ る 審 査  

 （ 職 務 ）  

第 ４ 条  Ｓ Ｓ Ｒ 支 援 員 は 、 校 長 の 指 示 の 下 、 次 に 掲 げ る 職 務 を 行 う 。  
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⑴  校 内 教 育 支 援 セ ン タ ー を 拠 点 と し た 児 童 生 徒 の 学 習 ・ 相 談 支 援  

⑵  家 庭 や 関 係 機 関 等 と の 連 携 支 援  

⑶  そ の 他 業 務 を 円 滑 に 進 め る た め に 校 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

（ 任 用 期 間 ）                      

第 ５ 条  任 用 期 間 は 、 任 用 開 始 の 日 か ら 任 用 時 に 指 定 し た 期 間 ま で と

す る 。  

（ 服 務 の 基 準 ）  

第 ６ 条  Ｓ Ｓ Ｒ 支 援 員 は 、 そ の 職 務 を 遂 行 す る に 当 た り 、 校 長 の 指 揮

監 督 を 受 け 、 職 務 上 の 命 令 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 法 令 等 の 遵 守 ）  

第 ７ 条  Ｓ Ｓ Ｒ 支 援 員 は 、 そ の 職 務 を 遂 行 す る に 当 た り 、 法 令 、 条 例 、

教 育 委 員 会 規 則 そ の 他 の 規 程 （ 以 下 「 法 令 等 」 と い う 。） に 従 い 、

か つ 、 上 司 の 職 務 上 の 命 令 に 忠 実 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 職 務 に 専 念 す る 義 務 ）  

第 ８ 条  Ｓ Ｓ Ｒ 支 援 員 は 、 法 令 等 に 特 別 の 定 め が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、

そ の 勤 務 時 間 及 び 職 務 上 の 注 意 力 の 全 て を そ の 職 務 遂 行 の た め に 用

い ら な け れ ば な ら な い 。  

（ 信 用 失 墜 行 為 の 禁 止 ）  

第 ９ 条  Ｓ Ｓ Ｒ 支 援 員 は 、 そ の 職 の 信 用 を 傷 つ け 、 又 は 職 員 全 体 の 不

名 誉 と な る よ う な 行 為 を し て は な ら な い 。  

（ 守 秘 義 務 ）  

第 １ ０ 条  Ｓ Ｓ Ｒ 支 援 員 は 、 法 令 等 に 特 別 な 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、

職 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。 そ の 職 を 退 い た 後 も 、

同 様 と す る 。  

（ 勤 務 時 間 ）  

第 １ １ 条  Ｓ Ｓ Ｒ 支 援 員 の １ 日 の 勤 務 時 間 は ４ 時 間 、 年 間 の 勤 務 日 数

は 任 用 時 に 定 め た 日 数 を 上 限 と す る 。  

２  勤 務 日 及 び 勤 務 時 間 の 割 り 振 り は 、 校 長 が 定 め る 。  

（ 身 分 の 喪 失 ）  

第 １ ２ 条  Ｓ Ｓ Ｒ 支 援 員 の 身 分 の 喪 失 に つ い て は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 日 と す る 。  

⑴  任 用 期 間 が 満 了 し た と き  満 了 し た 日  



⑵  辞 職 を 願 い 出 て 承 認 さ れ た と き  承 認 さ れ た 辞 職 の 日  

⑶  死 亡 し た と き  死 亡 し た 日  

２  前 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 辞 職 を 願 い 出 る 場 合 に は 、 Ｓ Ｓ Ｒ 支 援 員 は 、

希 望 す る 辞 職 の 日 の ３ ０ 日 前 ま で に 辞 職 願 を 教 育 委 員 会 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。  

（ 解 任 ）  

第 １ ３ 条  教 育 委 員 会 は 、 Ｓ Ｓ Ｒ 支 援 員 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当

す る 場 合 は 、 そ の 意 に 反 し て こ れ を 解 任 す る こ と が で き る 。  

 ⑴  著 し く 勤 務 状 況 が 良 く な い 、 又 は 学 校 の 方 針 に 従 わ な い 場 合  

 ⑵  心 身 の 障 害 等 に よ り 、 長 期 に 休 養 を 要 す る た め に 職 務 の 遂 行 に

支 障 が あ り 、 又 は こ れ に 堪 え ら れ な い 場 合  

 ⑶  そ の 他 職 務 上 の 義 務 に 違 反 し 、 又 は 全 体 の 奉 仕 者 と し て ふ さ わ

し く な い 非 行 が あ っ た 場 合  

２  前 項 の 規 定 に よ り Ｓ Ｓ Ｒ 支 援 員 を 解 任 す る と き は 、 解 任 の 日 の ３

０ 日 前 ま で に そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。  

（ 報 酬 等 ）  

第 １ ４ 条  Ｓ Ｓ Ｒ 支 援 員 に 、 次 に 定 め る 報 酬 等 を 支 給 す る 。  

⑴  新 潟 県 柏 崎 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元

年 条 例 第 １ ７ 号 。 以 下 「 報 酬 条 例 」 と い う 。） 第 ２ 条 及 び 規 則 第

１ ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 報 酬  

 ⑵  報 酬 条 例 第 ９ 条 の 規 定 に よ る 通 勤 に 係 る 費 用 弁 償  

（ 報 酬 等 の 支 給 日 ）  

第 １ ５ 条  報 酬 等 の 支 給 対 象 期 間 は 、 月 の 初 日 か ら 末 日 ま で と す る 。  

２  報 酬 等 の 支 給 日 は 、 毎 月 ２ １ 日 と す る 。 た だ し 、 そ の 日 が 週 休 日

又 は 新 潟 県 柏 崎 市 の 休 日 を 定 め る 条 例 （ 平 成 元 年 条 例 第 ３ １ 号 ） 第

１ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 休 日 に 当 た る と き は 、 そ の 日 前 に お い て そ の

日 に 最 も 近 い 週 休 日 又 は 休 日 で な い 日 と す る 。  

（ 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 ）  

第 １ ６ 条  Ｓ Ｓ Ｒ 支 援 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に つ い て は 、 報 酬 条

例 第 ８ 条 及 び 第 ８ 条 の ２ の 規 定 に よ る 。  

２  Ｓ Ｓ Ｒ 支 援 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 支 給 日 は 、 新 潟 県 柏 崎 市

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ２ ６ 年 条 例 第 １ ３ 号 ） 第 １ ７ 条 の ５



及 び 第 １ ７ 条 の ８ に 規 定 す る 職 員 の 例 に よ る 。  

（ 社 会 保 険 等 の 適 用 ）  

第 １ ７ 条  校 内 教 育 支 援 セ ン タ ー 支 援 員 の 社 会 保 険 等 の 適 用 に つ い て

は 、 規 則 第 ２ ２ 条 の 規 定 に よ る 。  

（ 公 務 災 害 補 償 ）  

第 １ ８ 条  校 内 教 育 支 援 セ ン タ ー 支 援 員 が 、 公 務 上 の 災 害 又 は 通 勤 に

よ る 災 害 を 受 け た と き は 、 労 働 者 災 害 補 償 保 険 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律

第 ５ ０ 号 ） の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ９ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 教 育 長 が 別

に 定 め る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

     

 


